
 

 

 

  

    

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 減税対象車ではありません。窓口に備え付けの早見
表をご覧になるか、この窓口にお問合せ下さい。 

 
「新車」「初回継続」「以降継続」の中

から税額を選択して下さい。 

 
① に「型式指定番号」「類別区分  

番号」を入力。 

② 検索実行をクリック。 


